
１．現行の自治会の範囲をどうとらえるか？
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☞地区（公民館）を範囲とする組織が設立された場合、現在の自治会はど

うするか

２階層の組織形態となるうえでの検討事項は？（その１） 資料３



２．自主防災組織はどうするか？
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【現在】

☞邑南町の自主防災組織は自治会の範囲で３８の組織が設立されている

出典：消防庁「自主防災組織の手引き」

２階層の組織形態となるうえでの検討事項は？（その２）



３．現公民館との関係はどうなるか？

【雲南市の例】

☞公民館（建物）：地域運営組織の活動拠点「交流センター」に変更

☞公民館（機能）：地域づくり担当職員が地域運営組織の活動を支援
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２階層の組織形態となるうえでの検討事項は？（その３）



４．一括交付金のあり方はどうなることが望ましいか？
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地域の裁量で自由度高く活用できる予算とすることが考えられる

出典：白山市「市民協働で創るまちづくりあり方方針」

２階層の組織形態となるうえでの検討事項は？（その４）


